
STEP１

はい いいえ

STEP2

いいえ
はい

STEP３

いいえ
はい

減免割合
１０割

※２　減免基準額とは、住民税の均等割が非課税となる額です。
        未成年者の判定は令和６年１月１日時点、それ以外の判定は申請日時点の現況です。
　　　　単身者の場合は４５万円
　　　　同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合は３５万円×（扶養数＋１）＋３１万円
　　　　障害者、未成年者、寡婦又はひとり親である場合は１３５万円

≪令和５年の収入が、利子・配当・退職・譲渡・一時・先物取引に係るもののみ
である方≫はSTEP３において比較することができないので減免とはなりませ

ん。

申請日時点で失業または廃業している。
（失業の場合、雇用保険受給資格者証等の「１２．離職理由」が

「１１・１２・２１・２２・２３・３１・３２・３３・３４」のいずれかに該当する。）

令和６年度における減免申請要件判定フローチャート（特別区民税・都民税の減免及び森林環境税の免除）

※１　令和６年度の納税通知書に記載の令和５年の合計所得金額（令和６年度の納税通知書
　　　は令和６年６月１０日頃に発送します。）

令和５年の合計所得金額（※１）が２５０万円以下ですか？

令和６年の１月１日から１２月３１日までの所得金額（見込みも含む。）の
合計金額から算出した合計所得金額が「減免基準額(※２)」以下ですか？

住民税・森林環境税が減免となる可能性があります。
お電話にてご相談ください。
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第３期分　１０月３１日
第４期分　　１月３１日
随３期分　　３月３１日

前年中の合計所得金額

２５０万円以下
（参考）給与収入

３，６７５，９９９円以下

納期限
第１期分　　７月１日
第２期分　　９月２日


